
集落地域整備法
（昭和６２．６．２）最近改正 平成２３．８．３０ 法１０５号

１．集落地区計画の区域内における行為の届出等
（１）集落地域（法第３条）

集落地域は、都市計画区域（市街化区域を除く。）内で、かつ、農業振興地域内の土地の区域であって、集落及

びその周辺の農用地を含む地域で、営農条件及び住居環境の確保に支障を生じ、または生ずるおそれがあり、調和

のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があるものとして定め

られます。都道府県知事が集落地域整備基本方針においてその位置及び区域に関する基本的事項を明らかにしてい

ます。

（２）集落地区計画（法第５条）

集落地区計画とは、集落地域の土地の区域について、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土

地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行う計画で都市計画で定められたものをいい

ます。

（３）制限の内容（法第６条第１項、第２項）

集落地区整備計画が定められている集落地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、

改築又は増築等の行為をしようとする者は、その行為に着手する３０日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方

法、着手予定日その他一定事項を市町村長に届け出なければなりません。届け出た事項を変更しようとする場合も

同様です。

２．確認方法
定められた場合には、都道府県又は市町村の事務所で都市計画の図書を閲覧できるので、それにより確認できま

す。
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